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Ⅰ大法人の電子申告の義務化 

大法人の電子申告義務化：令和 2 年 4 月以降開始する事業年度（課税期間）から、事業年度開
．

始時の資本金の額等が
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などの要件に該当する法人等は、法人税等及び消費税等の申告

書について、その添付書類を含め、電子申告により提出することが義務付けられています。 

※外国法人は対象外です。 

対象：確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付請求書が対象 

となります。 

提出書類：所轄税務署長に対し、「 e-Tax による申告の特例に係る届出書 PDF ファイル 」を提出す 

る必要があります。提出期限日：当該事業年度（課税期間）開始の日以後 1 か月以内 

※具体的な内容は以下の国税庁ＨＰにてご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Apr/04.htm 

注意：電子申告によらず提出された申告書は無効なものとして取り扱われ、提出期限後 

に電子申告がなされた場合は無申告加算税の対象となります！！ 

Ⅱ法人税の納付方法 

① 国税 納税方法： ダイレクト・インターネットバンキング、口座振替など 

※具体的な内容は以下の国税庁ＨＰにてご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm 

②地方税 納付方法：窓口、インターネットバンキング、口座振替など 

※具体的な内容は以下の東京都主税局ＨＰにてご確認ください。 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/tozei_nouzei 

② 予定（中間）納付方法 

予定（中間）申告書用紙の送付に係るお知らせ： 国税庁では、前事業年度の法人税の確定申告

書を e-Tax により提出された法人に対して、令和
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月から、今まで税務署から郵送されていた
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

国税の予定納税（所得税・法人税）
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の送付を廃止しました。
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予定申告書用紙を送付しない法人の皆様に対しましては、「法人税予定申告のお知らせ」を利用者

本人のメッセージボックス
．．．．．．．．．

へ送信しております。当該お知らせ内容から「法人名」、「納付すべき税

額」等の欄が初期表示された予定申告書の作成画面に移り、作成・送信できます。 

消費税の中間申告書用紙
．．

は、当分の間
．．．．

、メッセージボックスに「消費税中間申告のお知らせ」を

送信している法人に対しても引き続き送付
．．．．．．

しております。 

 ※具体的な内容は以下の国税庁ＨＰにてご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/shinkoku_sanko/index.htm 
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